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●　万引き、オートバイ盗、自転車盗及び占有離脱物横領をいう。

●　成人は20歳以上、少年は14歳から19歳の人口1,000人当たりの検挙人員をいう。
　　※　各市町村の人口は、令和３年１月１日現在における埼玉県町（丁）字別人口調査による。

●　検挙された刑法犯少年（犯罪少年）のうち、かつて非行を犯した少年の割合をいう。

●　少年の福祉と保護を目的とした各種特別法・条例に違反する犯罪をいう。

●　非行少年・・・・犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。

　○　犯罪少年・・・罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいう。

　○　触法少年・・・犯罪に触れる行為をした14歳未満の少年をいう。

　○　ぐ犯少年・・・保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事

由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を

犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

をいう。

●　不良行為少年・・非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい、

その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年を

いう。

●　刑法犯少年・・・刑法等に規定する罪（交通関係を除く。）を犯した（犯罪

に触れる行為をした）少年をいう。

　○　刑法犯の罪種別分類

　　・　凶悪犯・・・殺人、強盗、放火、強制性交等

　　・　粗暴犯・・・凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝

　　・　窃盗犯・・・窃盗（ひったくり、万引き、オートバイ盗、自転車盗等）

　　・　知能犯・・・詐欺、横領、偽造等

　　・　風俗犯・・・賭博、わいせつ（強制、公然等）

　　・　その他・・・占有離脱物横領、器物損壊等の上記に掲げるもの以外の罪種

●　被害少年・・・・犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を

受けた少年（18歳未満）をいう。
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１　刑法犯少年

　(1)　全国と本県の比較

ア　 検挙・補導人員の推移

Ⅰ　少年非行情勢

１ー１図　刑法犯少年の検挙・補導人員の推移（昭和 25年～令和２年）
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１ー２ 図　 刑法犯少年の男女別検挙・補導人員の推移（平成23年～令和２年）
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イ　都道府県別検挙・補導人員

 ウ　刑法犯全体に占める少年の割合の推移

 エ　人口比の推移
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１ー４図　刑法犯全体に占める少年の割合の推移（平成23年～令和２年）
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１ー５図　刑法犯少年（犯罪少年）の人口比の推移（平成23年～令和２年）
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１ー３図　刑法犯少年の都道府県別検挙・補導人員（令和２年）
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　(2)　県内の情勢
ア　学職別構成比の推移

イ　罪種別の推移

ウ　触法少年の推移

29 30 R元 R２年23 24 25 26 27 28

１ー７図　刑法犯少年の罪種別の推移（平成23年～令和２年）
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１ー６図　刑法犯少年の学職別構成比の推移（平成23年～令和２年）
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１ー８図　触法少年（男女別）の推移（平成23年～令和２年）
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エ　市区町村別にみる刑法犯少年（犯罪少年）の現状

１ー１表 刑法犯少年(犯罪少年)の検挙人員 １－２表 刑法犯少年（犯罪少年）の人口比
● さ い た ま 市

順位 区　名 刑法犯少年
（人）

0　　　　　10　　　　　20　　　　30

1 見 沼 区 18
1 岩 槻 区 18
3 北 区 16
4 桜 区 15
5 南 区 14
6 西 区 13
7 緑 区 12
8 浦 和 区 11
9 中 央 区 10
10 大 宮 区 8

順位 区　名 人口比
少年人口1,000人当たり （人）

0.0　　　　　　5.0　 　 　 　 10.0

1 岩 槻 区 2.9

1 桜 区 2.9

3 西 区 2.6

4 見 沼 区 1.9

5 北 区 1.8

5 中 央 区 1.8

7 緑 区 1.6

8 大 宮 区 1.4

8 南 区 1.4

10 浦 和 区 1.3

順位 市　名 人口比 少年人口1,000人当たり （人）

0.0　　　　　　　5.0　　　 　 　 10.0

1 羽 生 市 5.3

2 日 高 市 4.9

3 三 郷 市 4.2

4 北 本 市 4.0

5 草 加 市 3.5

5 朝 霞 市 3.5

7 春 日 部 市 3.4

8 新 座 市 3.2

9 戸 田 市 3.1

10 行 田 市 3.0

10 八 潮 市 3.0

12 鶴 ヶ 島 市 2.9

12 坂 戸 市 2.9

14 ふじみ野市 2.8

14 入 間 市 2.8

14 狭 山 市 2.8

14 熊 谷 市 2.8

18 桶 川 市 2.7

18 富 士 見 市 2.7

18 上 尾 市 2.7

18 川 口 市 2.7

22 久 喜 市 2.6

23 加 須 市 2.3

23 深 谷 市 2.3

25 飯 能 市 2.2

25 越 谷 市 2.2

27 鴻 巣 市 2.1

28 川 越 市 2.0

29 蓮 田 市 1.9

29 東 松 山 市 1.9

31 蕨 市 1.8

31 白 岡 市 1.8

33 所 沢 市 1.7

34 本 庄 市 1.6

34 吉 川 市 1.6

36 和 光 市 1.4

37 志 木 市 1.0

38 幸 手 市 0.8

39 秩 父 市 0.3

順位 町村名 人口比 少年人口1,000人当たり （人）
0.0　　　　　　　5.0　　　 　 　 10.0

1 神 川 町 7.1

2 小 鹿 野 町 6.7

3 小 川 町 6.2

4 宮 代 町 4.3

5 杉 戸 町 4.1

6 越 生 町 3.5

7 川 島 町 2.8

7 毛 呂 山 町 2.8

9 伊 奈 町 2.7

10 長 瀞 町 2.6

11 上 里 町 2.5

12 皆 野 町 2.1

13 三 芳 町 1.7

13 美 里 町 1.7

13 鳩 山 町 1.7

16 松 伏 町 1.1

16 嵐 山 町 1.1

18 滑 川 町 0.8

19 寄 居 町 0.6

● 市（  さ い た ま 市 を 除 く  ）

順位 市　名 刑法犯少年
（人）

0　　　20　　　40　　　60　　　80　　100

1 川 口 市 85

2 草 加 市 49

3 越 谷 市 41

4 春 日 部 市 40

5 川 越 市 38

6 上 尾 市 34

7 所 沢 市 30

8 新 座 市 29

8 三 郷 市 29

8 熊 谷 市 29

11 朝 霞 市 26

12 戸 田 市 24

13 入 間 市 23

14 狭 山 市 21

15 久 喜 市 20

16 深 谷 市 19

17 ふ じ み 野 市 18

18 坂 戸 市 17

19 富 士 見 市 16

19 日 高 市 16

19 羽 生 市 16

22 加 須 市 14

22 北 本 市 14

22 八 潮 市 14

25 鴻 巣 市 13

25 行 田 市 13

27 鶴 ヶ 島 市 12

28 桶 川 市 11

29 飯 能 市 9

29 東 松 山 市 9

31 吉 川 市 7

31 本 庄 市 7

33 蕨 市 6

33 蓮 田 市 6

33 和 光 市 6

36 白 岡 市 5

37 志 木 市 4

38 幸 手 市 2

39 秩 父 市 1

● 町村

順位 町村名 刑法犯少年
（人）

0　　　　　5　 　 　 　 10　 　 　 15

1 杉 戸 町 10

2 伊 奈 町 9

3 小 川 町 8

4 宮 代 町 7

5 神 川 町 5

5 毛 呂 山 町 5

5 上 里 町 5

8 三 芳 町 4

8 小 鹿 野 町 4

10 川 島 町 3

11 松 伏 町 2

11 越 生 町 2

13 滑 川 町 1

13 皆 野 町 1

13 寄 居 町 1

13 長 瀞 町 1

13 美 里 町 1

13 嵐 山 町 1

13 鳩 山 町 1

（注）検挙した少年がいない町村を除く。
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１ー９図　全国と本県の再犯者率の推移（平成23年～令和２年）
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１ー10図　罪種別の再犯者率（令和２年）
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１ー11図　初発型非行の検挙・補導人員と刑法犯少年に占める割合の推移（平成23年～令和２年）
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１ー12図　特殊詐欺の検挙人員の推移（平成23年～令和２年）
（人員） 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

23 24 25 26 27 28 29 30 R元

うち特殊詐欺 84 
91

104

74

知能犯検挙・補導人員 

65 63 65 64 

51
47 

41 
34 

68

88

60

31

11 15 

R２年

63

45

１ー13図　学職別検挙状況（令和２年）

計 45人

高校生
７人
15.6％

有職
15人
33.3％

無職
20人
44.4％

大学・専門

３人

6.7％

１ー15図　役割別検挙状況（令和２年）

計 45人
受け子
40人
88.9％

見張り役　１人
2.2％

リクルーター

２人

4.4％

架け子

１人

2.2％

回収  1 人 

 2.2％

１ー14図　年齢別検挙状況（令和２年）

計 45人
17 歳
３人
6.7％

19 歳
20 人
44.4％

18 歳
19 人
42.2％

15 歳　1人
2.2％

16歳　2人
4.4％

１ー16図　男女別検挙状況（令和２年）

計 45人

男子
42人
93.3％

女子

３人

6.7％

キ　特殊詐欺
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２　不良行為少年

　(1)　不良行為少年の補導人員
１ー17図　不良行為少年の補導人員の推移（平成23年～令和２年）

(人員) 

120,000 

80,000 

40,000 

0 

不良行為少年 
（全国） 

1,013,167 

917,926 

怠学等
809,652 

731,174 

641,798 

59,880 
55,896 

536,420 

49,754 
44,864 

深夜
はいかい

38,264 
34,544 

29,243
26,476

21,099
14,991

476,284

404,754 374,982
333,182

5,064
喫煙 7,989

1,938

埼玉県 全国

(人員) 

1,200,000 

800,000 

400,000 

0 

23 24 25 26 27 28 29 30 R２年R元

不良行為少年

（埼玉県）

怠学等 深夜はいかい 喫煙 全国不良行為少年

１ー18図　不良行為少年の男女別補導状況（令和２年）

女子

4,661 人

31.1％

男子

10,330 人

68.9％

計 14,991 人

１ー19図　不良行為少年の学職別補導状況（令和２年）
未就学・小学生

507 人

3.4％

計 14,991 人

中学生

3,140 人

20.9％

大学・専門

118 人

0.8％

高校生

8,284 人

55.3％

有職  1,529 人
10.2％ 無職

1,413 人

9.4％

１ー20図　不良行為少年の時間帯別補導状況（令和２年）
(人員） 

6,000

5,000

4,000

2,000

3,000

1,000

0 
0～2 2～4 4～6 6～8 8～10 10～12 12～14 14～16 16～18 18～20 20～22 22～0（時間）

3,051

1,052

109 100 190
421 319

545
802

2,775

707

4,920
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　(2)　主な行為別の補導状況

ア　喫煙

イ　深夜はいかい

14,129人 3,422人

男子1,728人 

女子210人 

１ー21図　喫煙の補導人員の比較（平成23年・令和２年）

平成
23年

17,551人 

令和
２年 1,938人 

0 5,000 10,000 15,000 20,000（人員）

男子 女子

１ー23図　深夜はいかいの補導人員の比較
　　　　　　（平成23年・令和２年）

平成
23年

35,298人 

令和
２年 7,989人 

0 10,000 20,000 30,000 40,000（人員）

男子 女子

24,750人

男子
5,599人

女子
2,390人

10,548人

１ー22図　喫煙の学職別補導状況（令和２年）

計 1,938 人

高校生
863 人
44.5％

大学・専門
９人
0.5％

有職
565 人
29.2％

無職
373 人
19.2％

中学生

128 人

6.6％

１ー24図　深夜はいかいの学職別補導状況（令和２年）

計 7,989 人

高校生
5,640 人
70.6％

中学生
764 人
9.6％

大学・専門
46 人
0.6％

無職
772 人
9.7％

有職
728 人
9.1％

未就学・小学生

39人

0.5％

　非行につながる不良行為の例として、喫煙・飲酒、深夜はいかい、怠学などがあげられますが、

このような行為の前兆として、

などがあります。

　子供が非行に走ったり、犯罪被害に巻き込まれないようにするためには、

普段のコミュニケーションにより子供の変化を見逃さないことが大切です。

●服装や持ち物、髪型の急な変化	 	 ●乱暴な行為や言葉遣いの乱れ

●家庭での会話がなくなる（少なくなる）	 ●外泊や深夜の外出

●学校での遅刻・欠席の増加や、荒れた授業態度

不良行為を未然に防ぐための重要なポイント！
～子供の変化に関心を～
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１　福祉犯罪の現状

　(1)　福祉犯罪全体
ア　被害状況

Ⅱ　少年の福祉を害する犯罪

２ー１図　福祉犯の被害少年の推移（平成23年～令和２年）（人員） 
500 

400 

300 

200 

100 

426

370
344

410

327

392

339
309

339

0 
23 24 25 26 27 28 29 30 R元

393

R２年

２ー２図 被害少年の学職別状況（令和２年） ２ー３図 被害少年の男女別状況（令和２年）

未就学・小学生

22人

5.6% 

中学生

97人

24.7％

無職

26人

6.6％

高校生  230人

58.5％

大学・専門

2人

0.5％

有職

16人

4.1％

計393人 計393人

男子

97人

24.7%

女子

296人

75.3%

２ー４図　被害少年の法令別状況（令和２年）

青少年

健全育成条例

192人

48.9％
児童買春・児童ポルノ

禁止法
125人
31.8％

未成年者喫煙禁止法
27人
6.9％

風営適正化法
23人
5.9％

児童福祉法
13人
3.3％

未成年者飲酒禁止法
８人
2.0％

覚醒剤取締法
1人
0.3％

大麻取締法　３人　0.8％

計393人

麻薬等取締法
1人  0.3％
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イ　検挙状況

　(2)　児童ポルノ事犯の被害状況

２ー５図　福祉犯罪の検挙件数の推移（平成23年～令和２年）
（件数） 

500

400
398 374 

平成25年２月 

県条例による青少年に対する

入れ墨の禁止 

平成30年12月

県条例による青少年に対する

裸などの画像要求行為の禁止

（自画撮り規制）

398 

300

200

100

352 352 
316 

363 369

477

0
23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R２年

538

２ー６図　児童ポルノ事犯の被害少年の推移（平成23年～令和２年）
（人員） 
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
23 24 25 26 27 28 29 30 R元

157

93
82

127

R２年

103

40 

22 24 28 35 

２ー７図　児童ポルノ事犯の被害少年の
起因別状況（令和２年）

SNS・
通信ゲーム利用

62人
60.2％

SNS・
通信ゲーム利用

62人
60.2％

学校通い
16人
15.5％

習い事
４人 3.9％

きっかけなし
7人
6.8％

路上等での声掛け
1人  1.0％

親族
２人  1.9％

その他
11人
10.7％

計103人

注）自画撮り被害とは、だまされたり、脅かされたりして
児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送
らされる形態の被害をいう

２ー８図　児童ポルノ事犯の被害少年の
態様別状況（令和２年）

中学生

22人

52.4％

高校生

16人

38.1％

強制性交・
強制わいせつ
7人  6.8％

その他 4人 3.9％

計103人

42人

自画撮り

被害

42人

40.8％

青少年健全育成条例
32人
31.1％

盗撮
18人
17.5％

無職
1人 2.4％

小学生
3人
7.1％
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２　ＳＮＳに起因した事件の被害状況

２ー10図　ＳＮＳに起因した事件の被害少年の
罪種別状況（令和２年）

計 170 人

青少年健全

育成条例

70人

41.2％
児童買春・児童

ポルノ禁止法

77人

45.3％

その他

22人

12.9％

児童福祉法

１人

0.6％

２ー12図　ＳＮＳに起因した事件の被害少年の
年齢別状況(令和２年)

計 170 人

11 歳
1人
0.6％

12 歳
15 人
8.8％ 13 歳

20 人
11.8％

14 歳
17 人  10.0％

15 歳
53 人
31.2％

16 歳
31 人
18.2％

17 歳
33 人
19.4％

２ー11図　ＳＮＳに起因した事件の被害少年の
学職別状況（令和２年）

計 170 人
中学生

67人

39.4％

高校生

89人

52.4％

有職

１人  0.6％

無職

７人  4.1％ 未就学・

小学生

６人  3.5％

２ー13図　ＳＮＳに起因した事件の被害少年の
男女別状況(令和２年)

男子

13人

7.6％

女子

157 人  92.4％

計 170 人

200

180

160

120

140

80

60

20

40

100

0

71
78

85
96

75

89

101

126

168 170

２ー９図　ＳＮＳに起因した事件の被害少年の推移（平成23年～令和２年）

Ｒ２年Ｒ元23 24 25 26 27 28 29 30
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３　薬物乱用
２ー14図　薬物乱用少年の検挙人員の推移（平成23年～令和２年）

(人員） 

30

20

10

0
23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R２年

大麻 麻薬シンナー等覚醒剤

10

６ ７ ８ ９

４

19

24
２

21

１

７
合計
6 大麻

覚醒剤 麻薬
シンナー等

区　分 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 R元年 R ２年
覚 醒 剤 取 締 法 5 10 4 7 6 4 2 2 1 1
毒物及び劇物取締法 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大 麻 取 締 法 0 0 1 0 1 3 7 2 17 21
麻 薬 取 締 法 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

計 6 10 6 7 7 8 9 4 19 24

２ー 15図　学職別検挙状況（令和２年）

計 24人

高校生
３人
12.5％

有職
13人  54.2％

無職
７人  29.2％

大学・専門
1人
4.2％

２ー16図　年齢別検挙状況（令和２年）

計 24人

16 歳
３人
12.5％

17 歳
５人
20.8％

18 歳
７人  29.2％

19 歳
９人
37.5％

大麻は違法薬物です！ ～正しい知識と断る勇気で、
自分の身を守ろう～

●誘われた時は、キッパリと断る、その場から離れることが大事です。

●困ったこと、悩み事があったら、周囲の大人、警察に相談してください！

あなたの未来を
守るために！

大麻って…。

●たばこより

　害が少ない？

●依存性がない？

●１回だけなら平気？

●たばこよりも有害で、脳の正常な成長を妨げる。

●依存性があり、自分の意志で止めることが困難。

● 幻覚、記憶障害、学習能力の低下、人格の変化

などを引き起こす。

正体は？

大麻草

乾燥大麻

極めて有害な薬物です！

大麻に対する間違ったイメージ
が広まっています！

近年、大麻の乱用で
検挙された少年が
増えています！
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２ー17図　児童虐待による児童相談所への通告人員（平成23年～令和２年）
（人） 
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

6,481

7,980

9,891 9,751
10,177

性的
虐待 

3,706 

0

1,928 
1,451 1,683 

3,204 

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R２年

心理的虐待
7,916

身体的虐待
1,413

19

ネグレクト（怠慢又は拒否） 

829

怠慢又は拒否 心理的虐待 性的虐待 身体的虐待

４　児童虐待
　(1)　児童虐待による児童相談所への通告人員

　(2)　児童虐待による検挙状況

●身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる など

●性 的 虐 待…�児童への性的行為、性的行為を見せる、児童ポルノの被写体に

する など

●ネグレクト…家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする など

●心理的虐待…言葉による脅し、無視、児童がいる家庭で行われた夫婦喧嘩 など

児童相談所全国共通ダイヤル…189　  埼玉県虐待通報ダイヤル…#7171

匿名通報ダイヤル（警察庁）…0120-924-839　※月～金／９：30～18：15

※24時間オンライン受付…http//www.tokumei24.jp/

「虐待かも」と思ったらすぐにお電話をください

緊急時（現に児童に危害が加えられている場合など）は110番！
【匿名通報はこちらから】

69件
（71人）

心理的虐待 

81件
（82人）

90件
（93人）

88件
（88人）

127件
（127人）

ネグレクト（怠慢又は拒否）  

38件 
（39人）

45件
（45人）

42件
（43人）

２ー18図　児童虐待事件の検挙件数・被害児童数の推移（平成23年～令和２年）検挙件数
（被害児童）

160

180

140

120

100

80

60

40

20

0
23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R２年

性的虐待

身体的虐待

47件
（48人）

被害児童

142件
（147人）

114

19

6
3

怠慢又は拒否 心理的虐待 性的虐待 身体的虐待 被害児童

※（　）は被害児童数

児童虐待
とは
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体罰の禁止

児童虐待を受けた児童は…

YouTube動画配信

児童の面前での夫婦喧嘩

令和２年４月１日に「児童虐待の防止等に関する法律」が一部改正され、保護者に
よる児童への体罰が禁止に

虐待は、児童の成長や人格の形成に重大な影響を与え
る行為です

「児童虐待の防止に向けて」

保護者の皆さまへ

　児童の面前での夫婦喧嘩は、心理的虐待に当たります。

　児童が夫婦喧嘩を直接見ていない場合でも、児童は強いストレスを

感じています。

　たとえ、親が「しつけ」のためだと思っても、児童の身体に何らかの苦痛を引き起こし、

または、不快感を意図的にもたらす行為（罰）である場合は、どんなに軽いものであっても「体

罰」に当たります。

　動画では、どのような行為が児童虐待に当たるかや相談機関について

紹介しています。

【URL】https://www.youtube.com/watch?v=Cr7Z_XYJC5w 【QRコード】

●言葉で注意したが言うことを聞かないので、頬を叩いた

●大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

●宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

　外傷のほか、栄養障害や体重増加不良、

低身長などがみられます。

　愛情不足により成長ホルモンが抑えられ

た結果、成長不全になることもあります。

　他人を信頼し愛着関係を形成することが困難となるなど対人関係における

問題が生じたり、攻撃的・衝動的な行動をとったり、多動などの症状が表れ

たりすることがあります。

　安心できない環境で生活することや、学

校への登校もままならない場合があり、そ

のために、もともとの能力と比べても知的

な発達が十分得られないことがあります。

これらは全て「体罰」です

身体への影響

心理への
影響

知的発達面への影響

※　	文部科学省「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月）より引用
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Ⅲ　少年非行防止・保護総合対策の推進

１　規範意識を醸成する活動

(1)　非行防止教室

　　 　非行防止指導班「あおぞら」と

各警察署では、県内の各学校を対

象に、目的に合わせ、わかりやす

く非行防止教室を実施していま

す。

(3)　少年の社会参加活動

　　 　警察署単位で小・中学生を対象

に「ひまわり少年クラブ」を結成

し、環境美化活動や各種キャン

ペーン活動等の社会参加活動を

行っています。

(4)　少年柔道剣道教室

　　 　警察署の道場を開放して、地域

の小・中学生を対象とした柔道剣

道教室を実施しています。

　　※ 新型コロナウィルス感染症拡大防止

のため、教室の実施を自粛していま

す。

(2)　スクール・サポーター

　　 　非行・問題行動が深刻化した生

徒を抱える中学校からの派遣要請

に基づき、関係機関と連携しなが

ら、校内巡回や非行防止教室など、

学習環境の正常化を図る活動を

行っています。
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４　関係機関・団体との連携

(1)　学校警察連絡協議会

　　 　警察署の管轄区域や市町村の区域を単位に学校警察連絡協議会が設けら

れており、児童生徒の非行防止・健全育成、いじめの早期発見などに向け

た緊密な連携を図っています。

２　街頭補導活動

　喫煙や深夜はいかい等の不良行為を発見した

段階での適切な指導・助言により、非行防止を

図るため、少年指導委員や関係機関と連携した

街頭補導活動を行っています。

３　立ち直り支援活動

　県警察では、少年が再び非行に走らない

ように少年やその保護者に対して、積極的

に連絡をとり、農業体験活動やスポーツ活

動、料理教室など、少年に応じた支援活動

を行っており、少年が立ち直るきっかけづ

くりをしています。

(2)　少年指導委員

　　 　公安委員会から委嘱された少年指導委

員は、少年を有害な風俗環境から守るた

めに風俗営業所等へ立入りを実施し、助

言活動等を行ったり、少年の規範意識醸

成のためのキャンペーンや非行防止教室

等の広報啓発活動を行っています。

(3)　埼玉県販売防犯連絡協議会

　　 　デパート、スーパーマーケット、コン

ビニエンス・ストア、小売店等の商業店

舗で組織され、少年健全育成県民大会の

開催、万引き防止フォーラム、万引き防

止セミナーや非行防止キャンペーン等の

非行防止活動を行っています。
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●相談先� 048-861-1152 (少 年 用)

	 	 048-865-4152 (保護者等用)

●ヤングメール

	【メールによ

る相談はこ

ちらから】

(4)　少年非行防止学生ボランティア「ピアーズ」

　　 　少年たちと年齢が近い兄姉世代で

ある大学生を非行防止学生ボラン

ティア「ピアーズ」として委嘱し、

非行防止教室のアシスタント、立ち

直り支援活動や非行防止キャンペー

ン等を行っています。

　　※「ピアーズ(Peers)」：同世代の仲間

５　少年相談

　少年や保護者等からのいじめや非行、

家出等少年問題に関する相談を受け付

けています。公認心理師等の資格を有す

る専門職員等がカウンセリングを担当

し、心理テスト等を活用して、その結果

に基づいた指導・助言を行っています。

６　児童虐待防止対策

　警察では、児童虐待から子供を守る

ため、子供の安全確認、安全確保を最

優先とした対応の徹底を図っています。

　また、児童相談所との合同訓練、ボ

ランティアと合同したキャンペーン等、

関係機関との連携強化に努めていま

す。

《 埼玉県警察少年サポートセンター 》

月～金 (祝休日、年末年始を除く) 
8:30～17:15　『面接は要予約』
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非行防止指導班 ｢あおぞら｣
YouTube動画　　　！配信中

　先輩から紹介された高収入のアルバイトが特殊
詐欺の受け子であった事例を紹介し、その裏には
犯罪組織がいることなど、高額ア
ルバイトの危険性について説明し
ます｡

【URL】	https://youtu.be/oY_2zdn9Gk0

　新学期を迎えるにあたり、子供たちに起こりう
る、様々な危険を未然に防ぎ、安全で安心な生活
を送るには「４つのやくそく」が
有効です。

【URL】	https://youtu.be/9x16A2Z0QjU

　近年、青少年による大麻事犯の検挙人数が急増している
ことから、大麻の流通経路や、心身や社会に与える影響な
ど、その危険性について説明します。
【URL】https://youtu.be/fVOv1IYsSrI

　ネットで知り合った相手に、下着の写真を送信
後、相手が「なりすまし」の男だったことが判明し、
脅迫されて、自分の裸の写真を送
信させられた事例を紹介し、危険
性などについて説明します。

【URL】https://youtu.be/gZVL1iFBUlw

　友達同士のグループメッセージをきっかけに、
ネットいじめに発展した事例を紹介し、何も考えず
にメッセージを送ることで誰かを
追いつめてしまうかもしれない危
険性などについて説明します。

【URL】https://youtu.be/Gu44Mnr2ExU

　ＳＮＳに投稿した写真から、自宅などが特定さ
れ、つきまとわれた事例を紹介し、
個人情報が読み取られる危険性な
どについて説明します。

【URL】https://youtu.be/nqcPSVUzUa8

　ＳＮＳで知り合った相手と実際に会って脅迫さ
れたり、危害を加えられた事例を
紹介し、その危険性などについて
説明します。

【URL】	 https://youtu.be/31lfh1pW2o0

そのアルバイト大丈夫？
特殊詐欺に関わらない！

薬物乱用防止教室
「大麻編」

防犯教室
４つのやくそく

インターネットに個人情報を
書き込むことの危険性

インターネットで知り合った人
と会うことの危険性

自画撮り被害 ネットいじめ



その書き込み

STOP！自画撮り !
～自画撮り被害に遭わないために～

注意 !
ちゅうい

－□子供を自画撮りから守るチェックポイント－

□スマートフォンにフィルタリング設定をしているか

□接続するサイトやアプリは保護者で確認しているか

□個人を特定される情報を書き込んでいないか

□知らない人とＳＮＳやメールのやり取りをしていないか

□どんな理由でも下着や裸の写真を撮らないよう指導しているか

□ネット利用について家庭内のルールを作っているか

埼玉県警察本部少年課
（＠spp_syounen）

児童買春等の性被

害につながるおそ

れのある書き込み

は絶対ダメ！誘拐

や殺人等の重大な

事件に巻き込まれ

るおそれのある大

変危険な行為で

す。

県警では、ＳＮＳに起因する子供の性被

害防止のための取組として、最も被害

が多いツイッターにおいて広報啓発を

実施しています。

ちょっと待った！

サイバー
パトロール
実施中

　「自画撮り」は、ＳＮＳ等を通じて知り合った者から、言葉巧

みに騙されたり、脅されたりして、自分の裸の画像をメール等

で送らされる被害です。

　一度写真がインターネットに流出すると、不特定多数の人に

繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは非常に困

難になってしまいます。

　信用している相手であっても、絶対に自分の下着姿や裸の写

真を送ってはいけません。


